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                              令 和 ４ 年 １ ２ 月 

国 土 交 通 省 

海事局検査測度課 

 

船舶による危険物の運送基準等を定める告示の一部改正について 

 
１．背景 

個品危険物の海上運送に関しては、国際海事機関（以下「IMO」という。）で採択された

「1974 年の海上における人命の安全のための国際条約」（SOLAS 条約）及び同条約に基づ

く「国際海上危険物規程」（以下「IMDG コード」という。）により、運送基準が定められている。

我が国においては、この運送基準の内容を「船舶による危険物の運送基準等を定める告

示」（昭和 54年運輸省告示第 549号。以下「危告示」という。）等に取り入れて安全規制を実

施している。本年４月、IMO において IMDG コード第 41 回改正案が採択されたことに伴い、

危告示について、所要の改正を行う必要がある。 

 液体化学薬品のばら積み輸送に関しては、IMOで危険性等の評価・承認が行われた液体

化学薬品について、MEPC.2/Circ.により、運送に係る技術基準が定められており、我が国に

おいては、この技術基準の内容を危告示等に取り入れて安全規制を実施している。今般、

MEPC.2/Circ.に新たな液体化学薬品に関する技術基準が追加されたことに伴い、危告示に

ついて、所要の改正を行う必要がある。 

 

２．概要 

①IMDG コード改正に伴う運送要件等の見直し 

（ア） 自己反応性物質及び有機化酸化物に該当する合計４種類の化学物質について、容

器に収納する際の収納方法等を新規に規定する。 

（イ） 国連番号毎の危険物の運送要件について記載したリスト（以下「危険物リスト」とい

う。）に掲げられる「UN1169 抽出香料液（精油）」及び「UN1197 抽出香料液（着香料）」を

統合し、「UN1197 抽出香料液（精油又は着香料）」と改正する。 

（ウ） 危険物リストに掲載している「UN1891臭化エチル」について、危険性の分類を「危険

性等級 6.1（毒物）」から「主危険性等級３（引火性液体類）及び副次危険性等級 6.1」に改

正し、危険物を運送する際の軽減措置が適用される許容容量・質量を改正する。 

（エ） 危険物リストに新規物質「水酸化コバルト（Ⅱ）粉末（ 呼吸域粒子を 10％以上含むも

の）」を追加する。 

（オ） リチウム含有量が少ない等のため危険物に該当しないリチウム電池を収納する容器

に付す表示の記載項目から、電話番号を削除する。 

（カ） 危険物ごとに規定されている隔離要件について、「酸類（SGG1）」と「強酸類（SGG1a）」

の区別を無くす。 
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②IMOにおける危険性等の評価・承認に伴う運送要件の見直し 

「イソアルカン（炭素数が 16 から 18 までのもの及びその混合物に限る。）」等の液体化学

薬品の運送に係る技術基準を新規に規定する。 

③その他 

（ア） 船舶の航行等に機関用燃料として使用される液体アンモニアや LNG 等の液化ガス

が常用危険物に該当するよう、「機関用燃料」の範囲を改正する。 

（イ） その他所要の改正を行う。 

 

３．今後のスケジュール 

公布：令和４年 12月 28日 

施行：令和５年１月１日 
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改 正 後 改 正 前

別表第１ （別紙参照） 別表第１ （別紙参照）

備考１ 品名については、第３条第２項によるほか、次の⑴から⑸まで 備考１ 品名については、第３条第２項によるほか、次の⑴から⑸まで

に定めるところによる。 に定めるところによる。

⑴ （略) ⑴ （略)

⑵ 品中に欄中「備考1(2)の表に掲げられたもの」は、次の表の ⑵ 品中に欄中「備考1(2)の表に掲げられたもの」は、次の表の

化学名の欄に掲げる自己反応性物質とする。 化学名の欄に掲げる自己反応性物質とする。

国連 品名 化学名 収納 管理 非常 備考 国連 品名 化学名 収納 管理 非常 備考

番号 方法 温度 温度 番号 方法 温度 温度

日本語名 英語名 日本語名 英語名

3221 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略 3221 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略

） ） ） ） ） ） ） ）

～ ～

3229 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略 3229 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略

） ） ） ） ） ） ） ）

3230 自己反応 （7-メト (7-METHO OP7 （11 3230 自己反応 （新設）

性物質F キシ-5- XY-5- ME ） 性物質F

（固体） メチルベ THYLBENZ （固体）

ンゾチオ OTHIOPHE

フェン-2 N- 2- YL

-イル） ) BORONI

ボロン酸 C ACID (
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（濃度が 88%-100%

88質量％ )

以上100

質量％以

下のもの

に限る。

）

その他の x その他の x

化学名 化学名

3231 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略 3231 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略

） ） ） ） ） ） ） ）

～ ～

3240 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略 3240 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略

） ） ） ） ） ） ） ）

注 １～４ （略） 注 １～４ （略）

注 ５ 注 ５

(1)～(10) （略） (1)～(10) （略）

(11) 水の濃度が12質量％を超えないものであって、有 (11) （新設）

機不純物の濃度が1質量％を超えないものに限る。

⑶ 品名の欄中「備考１⑶の表に掲げられたもの」は、次の表の ⑶ 品名の欄中「備考１⑶の表に掲げられたもの」は、次の表の

化学名欄に掲げる有機化酸化物とする。 化学名欄に掲げる有機化酸化物とする。

国 品名 化学名 収 管 非 備 国 品名 化学名 収 管 非 備
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連 納 理 常 考 連 納 理 常 考

番 日本語 英語名 方 温 温 番 日本語 英語名 方 温 温

号 名 法 度 度 号 名 法 度 度

310 （略） （略） （略） （ （ （ （ 310 （略） （略） （略） （ （ （ （

1 略 略 略 略 1 略 略 略 略

） ） ） ） ） ） ） ）

～ ～

310 有機過酸 ターシ tert-AM OP5 310 有機過酸 ターシ tert-AM OP5

3 化物C（ ャリー YL PERO 3 化物C（ ャリー YL PERO

液体） アミル XYBENZO 液体） アミル XYBENZO

パーオ ATE パーオ ATE

キシベ (≦100% キシベ (<100%)

ンゾエ ) ンゾエ

ート ート

～ ～

310 有機過酸 ターシ tert-AM OP7 310 有機過酸 ターシ tert-AM OP7

5 化物D（ ャリー Y 5 化物D ャリー Y

液体） アミル L PEROX （液体） アミル L PEROX

パーオ Y パーオ Y

キシ-3, -3,5,5- キシ-3, -3,5,5-

5 T 5 T

,5-トリ RIMETHY ,5-トリ RIMETHY

メチル L メチル L
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ヘキサ HEXANOA ヘキサ HEXANOA

ノエー T ノエー T

ト E ト E

(≦100% (<100%)

)

～ ～

1-(2-タ 1-(2-タ

ーシャ ーシャ

リーブ リーブ

チルパ チルパ

ーオキ ーオキ

シイソ シイソ

プ プ

ロピル) ロピル)

- -3-イソ

3-イソ プロペ

プロペ ニルベ

ニルベ ンゼン

ンゼン （濃度

（濃度 が77質

が 量％以

77質量 下のも

％以下 のであ

のもの って、2

であっ 3

て、23 質量％

質量％ 以上の
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以上の 希釈剤A

希釈剤A を含む

を含 ものに

むもの 限る。

に限る ）

。）

ターシ tert-BU OP7 （新設

ャリー TYLPERO ）

ブチル XY ISOP

パーオ ROPYLCA

キシイ RBONATE

ソプロ （≦62%

ピルカ , Dilue

ーボネ nt type

ート B≧38%

（濃度 ）

が62質

量%以下

のもの

であっ

て、38

質量%以

上の希

釈剤Bを

含むも

のに限

る。）
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～ ～

その他 （略） その他 （略）

の化学 の化学

名 名

～ ～

310 有機過酸 アセチ ACETYL OP8 （3 310 有機過酸 （新設

7 化物E（ ルアセ A 2） 7 化物E（ ）

液体） トンパ CETONE 液体）

ーオキ P

サイド EROXIDE

（濃度 （≦35%

が35質 ,

量%以下 Diluen

のもの t

であっ type A

て、57 ≧57%,

質量%以 W

上の希 ater≧8

釈剤Aを %）

含み、

かつ、8

質量%以

上の水

を含む

ものに
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限る。

）

ターシ ターシ

ャリー ャリー

アミル アミル

ハイド ハイド

ロパー ロパー

オキサ オキサ

イド（ イド（

濃度が8 濃度が8

8質量％ 8質量％

以下の 以下の

もので もので

あって あって

、6質量 、6質量

％以上 ％以上

の希釈 の希釈

剤Aを含 剤Aを含

み、か み、か

つ、6質 つ、6質

量％以 量％以

上の水 上の水

を含む を含む

ものに ものに

限る。 限る。

） ）

～ ～
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その他 （略） その他 （略）

の化学 の化学

名 名

～ ～

310 有機過酸 ～ 310 有機過酸 ～

9 化） 9 化）

ジベン DIBENZO OP8 ジベン DIBENZO OP8

ゾイル YL PERO ゾイル YL PERO

パーオ XIDE パーオ XIDE

キサイ (≦42% キサイ (≦42%

ド as a st ド as a st

（濃度 able di （濃度 able di

が42質 spersio が42質 spertio

量％以 n in wa 量％以 n in wa

下のも ter) 下のも ter)

のであ のであ

って、 って、

水中で 水中で

分散安 分散安

定化し 定化し

たもの たもの

に限る に限る

。） 。）

～ ～
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ジラウ DILAURO OP8 ジラウ DILAURO OP8

ロ YL PERO ロ YL PERO

イルパ XIDE イルパ XIDE

ーオキ (≦42% ーオキ (≦42%

サイド as a st サイド as a st

（濃度 able di （濃度 able di

が42質 spersio が42質 spertio

量％以 n in wa 量％以 n in wa

下のも ter) 下のも ter)

のであ のであ

って、 って、

水中で 水中で

分散安 分散安

定化し 定化し

たもの たもの

に限る に限る

。） 。）

～ ～

311 （略） （略） （略） （ （ （ （ 311 （略） （略） （略） （ （ （ （

0 略 略 略 略 0 略 略 略 略

） ） ） ） ） ） ） ）

～ ～

311 （略） （略） （略） （ （ （ （ 311 （略） （略） （略） （ （ （ （
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6 略 略 略 略 6 略 略 略 略

） ） ） ） ） ） ） ）

311 有機過酸 ターシ 311 有機過酸 ターシ

7 化物E（ ャリー 7 化物E（ ャリー

液体） ブチル 液体） ブチル

（温度管 パーオ （温度管 パーオ

理が必要 キシ-2- 理が必要 キシ-2-

なもの） エチル なもの） エチル

ヘキサ ヘキサ

ノエー ノエー

ト ト

（濃度 （濃度

が32質 が32質

量％を 量％を

超え52 超え52

質量％ 質量％

以下の 未満の

もので もので

あって あって

、48質 、48質

量％以 量％以

上の希 上の希

釈剤Bを 釈剤Bを

含むも 含むも

のに限 のに限

る。） る。）

～ ～
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ターシ tert-BU （ （ （ （ ターシ tert-BU （ （ （ （

ャリー TYL PER 略 略 略 略 ャリー TYL PER 略 略 略 略

ブチル OXYNEOH ） ） ） ） ブチル OXYNEOH ） ） ） ）

パーオ EPTANOA パーオ EPTANOA

キシネ TE キシネ TE

オヘプ (≦42% オヘプ (≦42%

タノエ as a st タノエ as a st

ート able di ート able di

（濃度 spersio （濃度 spersio

が42質 n in wa が42質 n)

量％以 ter) 量％以

下のも 下のも

のであ のであ

って、 って、

水中で 水中で

分散安 分散安

定化し 定化し

たもの たもの

に限る に限る

。） 。）

～ ～

ジプロ （略） （ （ （ （ ジプロ （略） （ （ （ （

ピオニ 略 略 略 略 ピオニ 略 略 略 略

ルパー ） ） ） ） ルパー ） ） ） ）

オキサ オキサ

イド イド
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（濃度 （濃度

が27質 が27質

量％以 量％以

下のも 下のも

のであ のであ

って、7 って、7

3質量％ 3質量％

以上の 以上の

希釈剤B 希釈剤B

を含む を含む

ものに ものに

限る。 限る。

） ）

ターシ tert-HE OP8 +15 +20 (新設)

ャリー XYL PER ℃ ℃

ヘキシ OXYPIVA

ルパー LATE

オキシ （≦52%

ピバレ , as a

ート stable

（濃度 dispers

が52質 ion in

量%以下 water

のもの ）

であっ

て、水

中で分

散安定
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化した

ものに

限る。

）

～ ～

その他 （略） その他 （略）

の化学 の化学

名 名

311 （略） （略） （略） （ （ （ （ 311 （略） （略） （略） （ （ （ （

8 略 略 略 略 8 略 略 略 略

） ） ） ） ） ） ） ）

3119 有機過酸 ～ 3119 有機過酸 ～

化物F（液 化物F（液

体） ジ-(3,5, （略） （ （ （ （ 体） ジ-(3,5, （略） （ （ （ （

（温度管 5-トリメ 略 略 略 略 （温度管 5-トリメ 略 略 略 略

理が必要 チルヘキ ） ） ） ） 理が必要 チルヘキ ） ） ） ）

なもの） サノイル なもの） サノイル

)パーオ )パーオ

キサイド キサイド

（濃度が （濃度が

38質量％ 38質量％

を超え52 を超え52

質量％以 質量％未

下のもの 満のもの



- 17 -

であって であって

、48質量 、48質量

％以上の ％以上の

希釈剤A 希釈剤A

を含むも を含むも

のに限る のに限る

。） 。）

～ ～

3120 （略） （略） （略） （略 （略 （略 （略 3120 (略) （略） （略 （略 （略 （略

） ） ） ） ） ） ） ）

注１～４ （略） 注１～４ （略）

５ 備考の欄に掲げる数字の意義は、次に定めるとお ５ 備考の欄に掲げる数字の意義は、次に定めるとお

りとする。 りとする。

（１）～（31） （略） （１）～（31） （略）

（32） 活性酸素濃度は4.15％以下のものに適用するこ （新設）

と。

備考３ （1）～（2） （略） 備考３ （１）～（２） （略）

(3)(i) 引火性高圧ガス及び毒性高圧ガスのいずれにも該当すると判定 (3) 引火性高圧ガス及び毒性高圧ガスのいずれにも該当すると判定さ

された場合は、毒性高圧ガスを優先し、引火性高圧ガスを副次危険 れた場合は、毒性高圧ガスを優先し、引火性高圧ガスを副次危険性

性とする。 とする。

(ⅱ) 次のいずれにも該当すると判定された場合は、腐食性物質と

する。

イ 腐食性物質（備考2(7)の腐食性物質の容器等級の判定基準に

より容器等級ⅠからⅢまでのいずれかの腐食性物質に該当する
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と判定された場合に限る。）

ロ 毒物（備考2(6)ハの毒物の吸入毒性試験（粉じん又は煙霧を

発生する物質に係る部分に限る。）による容器等級の判定基準

により容器等級Ⅰの毒物に該当すると判定された場合に限る。

）

ハ 毒物（備考2(6)イの経口毒性試験及びロの経皮毒性試験によ

る容器等級の判定基準により、容器等級Ⅰ及びⅡに該当しない

と判定された場合に限る。）

(4) （略） (4) （略）

備考４・５ （略） 備考４・５ （略）

備考６ 備考６

P004 P004

（略） （略）

強固な容器（装置内に収納されているもの又は装置と共 強固な容器（装置内に収納されているもの又は装置と共

に収納されたものに限る。以下同じ。） に収納されたものに限る。）

注 １～３ 注 １～３

４ 強固な容器にあっては、容器検査を必要としな （新設）

い。

P005 P005

（略） （略）



- 19 -

注 １～６ （略) 注 １～６（略)

７ 容器検査を必要としない。 （新設）

P006 P006

（略） （略）

注 １ 肩文字（1）が付されている容器は、容器の容量 注 １ 肩文字（1）が付されている容器は、容器の容量

及びその使用目的に適応して適切に設計され十分 及びその使用目的に適応して適切に設計され十分

な強度を有し、適切な材料で製造された強固な外 な強度を有し、適切な材料で製造された強固な外

装容器を用いること。なお、容器検査を必要とし 装容器を用いること。

ない。

２～８ （略) ２～８ （略)

P408 P408

(ⅱ) 電池 (ⅱ) 電池

（略） （略）

注 １～２ （略） 注 １～２ （略）

３ 木枠等の保護用外装材を用いる場合にあっては ３ 容器検査を必要としない。

、容器検査を必要としない。

P903 P903

内装容器の種 内装容器の許 外装容器の種 外装容器の許 内装容器の種 内装容器の許 外装容器の種 外装容器の許
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類 容容量又は許 類 容容量又は許 類 容容量又は許 類 容容量又は許

容質量 容質量 容質量 容質量

1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1 1A2、1B2、1N2、1H2、1D、1G、3A2、3B2、3H2、4A、4B、4N、4C1

、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2（容器等級がⅡの危険物を収納す 、4C2、4D、4F、4G、4H1又は4H2（容器等級がⅡの危険物を収納す

ることができるもの。） ることができるもの。）

強固な容器、囲い又はパレット （総質量が12㎏以上であって、 強固な容器、囲い又はパレット （総質量が12㎏以上であって、注5 注4

強固で耐衝撃性の筐体を有する電池又は組電池に限る。） 強固で耐衝撃性の筐体を有する電池又は組電池に限る。）

注 １～５ （略） 注 １～５ （略）

６ 強固な容器、囲い又はパレットにあっては、容 （新設）

器検査を必要としない。

IBC03 IBC03

（略） （略）

注 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めると 注 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定めると

おりとする おりとする

B8 （略） B8 （略）

B11 国連番号が2672の危険物（アンモニア溶液で B11 国連番号が2672の危険物（アンモニア溶液で

濃度が25％を超えないものに限る。）は、31H1、 濃度が25％を超えないものに限る。）は、31H1、

31H2及び31HZ1に限ること。この場合、危険物の 31H2及び31HZ1に限ること。

蒸気圧について制限を受けない。

B19 （略） B19 （略）
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IBC07 IBC07

（略） （略）

注 １～２ （略） 注 １～２ （略）

３ 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定め ３ 追加規定の欄に掲げる記号の意義は、次に定め

るとおりとする。 るとおりとする

B8～B21 （略） B8～B21 （略）

B40 国連番号が3550の危険物に関しては、フレキ （新設）

シブルIBC容器（粉末不漏性であって、13H3又は

13H4に該当するものに限る。）を使用すること

ができる。

T23 T23

国 品名 化学名 最小 タン 底部 圧力 ポー 管理 非常 国 品名 化学名 最小 タン 底部 圧力 ポー 管理 非常

連 試験 ク外 開口 安全 タブ 温度 温度 連 試験 ク外 開口 安全 タブ 温度 温度

番 圧力 板の 装置 ルタ （℃ （℃ 番 圧力 板の 装置 ルタ （℃ （℃

号 （MP 最小 の種 ンク ） ） 号 （MP 最小 の種 ンク ） ）

a） 板圧 類 の内 a） 板圧 類 の内

(基 容積 (基 容積

準鋼 対す 準鋼 対す

る内 る内

部の 部の

空間 空間

の割 の割

合の 合の
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最小 最小

許容 許容

量 量

31 有機 ターシャ 0.4 - B IMDG - - 31 有機 ターシャ 0.4 - B IMDG - -

09 過酸 リーブチ コ 09 過酸 リーブチ コ

化物 ルハイド ード 化物 ルハイド ード

F ロパーオ 4.2. F ロパーオ 4.2.

（液 キサイド 1.13 （液 キサイド 1.13

体） （濃度が7 .6、 体） （濃度が7 .6、

（備 2質量％以 4.2. （備 2質量％以 4.2.

考1( 下の水溶 1.13 考1( 下の水溶 1.13

3） 液）(1) .7、 3） 液）(1) .7、

の表 4.2. の表 4.2.

に掲 ターシャ 1.13 - - に掲 （新設） 1.13 - -

げら リーブチ .8及 げら .8及

れた ルハイド び6. れた び6.

もの ロパーオ 7.2. もの 7.2.

） キサイド 8.2 ） 8.2

（濃度が5 に に規

6質量％以 規定 定す

下で、希 する る要

釈剤Bを含 要件 件に

有するも に適 適合

の） 合す する

るも もの

(略) の （略 （略 （略） （略 （略

） ） ） ）

その他の ｘ その他の ｘ
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化学名 化学名

31 （略 （略） （略 （略 （略 （略 （略 （略 （略 31 （略 （略） （略 （略 （略 （略 （略 （略 （略

10 ） ） ） ） ） ） ） ） 10 ） ） ） ） ） ） ） ）

～ ～

32 （略 （略） 32 （略 （略）

40 ） 40 ）

注 １～２ （略） 注 １～２ （略）

備考８ 備考８

記号 意義 記号 意義

SG1 （略） SG1 （略）

～ ～

（削除） SG75 甲板上積載をする場合には、強酸類から水平

距離で6m以上離して積載することとし、甲板

下積載をする場合には、強酸類とは同一の船

倉又は区画に積載しないこと。

～ ～
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（削除） SGG1a 備考9（1）の酸類（強酸）を示す。

～ ～

SP294 （略） SP294 （略）

備考９ 備考９

(1) 酸類(SGG1） (1) 酸類(SGG1及びSGG1a）

品名 品名

国連番号 国連番号

日本語名 英語名 日本語名 英語名

1052 フッ化水素（無水物） HYDROGEN FLUORIDE, ANHYD 1052 フッ化水素（無水物） HYDROGEN FLUORIDE, ANHYD＊

ROUS ROUS

～ ～

1777 フルオロスルホン酸 FLUOROSULPHONIC ACID 1777 フルオロスルホン酸 FLUOROSULPHONIC ACID＊

[フッ化スルホン酸] [フッ化スルホン酸]

～ ～

1786 フッ化水素酸と硫酸の混合 HYDROFLUORIC ACID AND SU 1786 フッ化水素酸と硫酸の混合 HYDROFLUORIC ACID AND SU＊

物 LPHURIC ACID MIXTURE 物 LPHURIC ACID MIXTURE
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1787 ヨウ化水素酸 HYDRIODIC ACID 1787 ヨウ化水素酸 HYDRIODIC ACID＊

[ヨウ酸] [ヨウ酸]

1788 臭化水素酸 HYDROBROMIC ACID 1788 臭化水素酸 HYDROBROMIC ACID＊

[臭酸] [臭酸]

1789 塩酸 HYDROCHLORIC ACID 1789 塩酸 HYDROCHLORIC ACID＊

1790 フッ化水素酸 HYDROFLUORIC ACID 1790 フッ化水素酸 HYDROFLUORIC ACID＊

～ ～

1796 混酸 NITRATING ACID MIXTURE 1796 混酸 NITRATING ACID MIXTURE＊

1798 王水 NITROHYDROCHLORIC ACID 1798 王水 NITROHYDROCHLORIC ACID＊

～ ～

1802 過塩素酸（濃度が50 質量 PERCHLORIC ACID with not 1802 過塩素酸（濃度が50 質量 PERCHLORIC ACID with not＊

％以下のものに限る。） more than 50% acid, by ％以下のものに限る。） more than 50% acid, by

mass mass

～ ～

1826 廃混酸 NITRATING ACID MIXTURE, 1826 廃混酸 NITRATING ACID MIXTURE,＊

SPENT SPENT

～ ～
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1830 硫酸(濃度51 質量％を超え SULPHURIC ACID with more 1830 硫酸(濃度51 質量％を超え SULPHURIC ACID with more＊

るものに限る。） than 51% acid るものに限る。） than 51% acid

1831 発煙硫酸 SULPHURIC ACID, FUMING 1831 発煙硫酸 SULPHURIC ACID, FUMING＊

[二硫酸等] [二硫酸等]

1832 廃硫酸 SULPHURIC ACID, SPENT 1832 廃硫酸 SULPHURIC ACID, SPENT＊

～ ～

1873 過塩素酸（濃度が50 質量 PERCHLORIC ACID with mor 1873 過塩素酸（濃度が50 質量 PERCHLORIC ACID with mor＊

％を超え72 質量％以下の e than 50% but not more ％を超え72 質量％以下の e than 50% but not more

ものに限る。） than 72% acid, by mass ものに限る。） than 72% acid, by mass

～ ～

1906 廃酸 SLUDGE ACID 1906 廃酸 SLUDGE ACID＊

～ ～

2031 硝酸 NITRIC ACID, OTHER THAN 2031 硝酸 NITRIC ACID, OTHER THAN＊

RED FUMING RED FUMING

2032 発煙硝酸 NITRIC ACID, RED FUMING 2032 発煙硝酸 NITRIC ACID, RED FUMING＊

～ ～

2240 クロム硫酸 CHROMOSULPHURIC ACID 2240 クロム硫酸 CHROMOSULPHURIC ACID＊
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～ ～

2308 硫酸水素ニトロシル（液体 NITROSYLSULPHURIC ACID, 2308 硫酸水素ニトロシル（液体 NITROSYLSULPHURIC ACID,＊

） LIQUID ） LIQUID

～ ～

2796 硫酸（濃度が51 質量％以 SULPHURIC ACID with not 2796 硫酸（濃度が51 質量％以 SULPHURIC ACID with not＊

下のものに限る。）又は電 more than 51% acid or BA 下のものに限る。）又は電 more than 51% acid or BA

池液 TTERY FLUID, ACID 池液 TTERY FLUID, ACID

（酸性のもの） （酸性のもの）

～ ～

3498 （略） （略） 3498 （略） （略）

（削除） 注 国連番号の欄に付記された肩文字「*」は、当該危険物が強

酸（SGG1a）に該当するものであることを意味する。

備考１０ 備考１０

記号 意義 記号 意義

～ ～

SP188 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当し SP188 次に掲げる要件を満たすものは、危険物に該当し

ない。 ない。

(1)～(7) （略） (1)～(7) （略）
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(8) （略） (8) （略）

注1 （略） 注1 （略）

注2 下部の白地の＊に「ＵＮ」の文字に続けて 注2 下部の白地の＊に「ＵＮ」の文字に続けて

国連番号を記入すること。 国連番号を、＊＊に追加情報問い合わせのた

めの電話番号を記入すること。

注3～注4 （略） 注3～注4 （略）

～ ～

SP395 （略） SP395 （略）

SP397 窒素と酸素の混合物（酸素の含有率が19.5体積 （新設）

％以上23.5体積％以下のものであって、他の添加

物を含まないものに限る。）は国連番号1002の

危険物として運送することができる。この場合

においては、等級5.1の副標札を付すことを要

しない。

SP398 イソブチレンは国連番号1055の危険物に該当す （新設）

る。
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～ ～

別表第８の２ （略） 別表第８の２ （略）

別表第８の３ （別紙参照） 別表第８の３ （別紙参照）

別表第９～別表第１４の１ （略） 別表第９～別表第１４の１ （略）

別表第１４の２表 （略） 別表第１４の２表 （略）

備考 １～２ （略） 備考 １～２ （略）

３ 表中「－」は、隔離を要しないことを示し、表中の数字は ３ 表中「－」は、隔離を要しないことを示し、表中の数字は

、次の要件を示す。 、次の要件を示す。

⑴ 隔離区分がGの爆発性物品（煙火を除く）を隔離区分がC ⑴ 隔離区分がGの爆発性物品（煙火、発煙弾及び催涙弾を除

、D又はＥの爆発性物品と積載する場合は、同一の船倉、区 く）を隔離区分がC、D又はＥの爆発性物品と積載する場合

画又はコンテナ等に爆発性物質を積載してはならない。 は、同一の船倉、区画又はコンテナ等に爆発性物質を積載

⑵～⑹ （略） してはならない。

４ （略） ⑵～⑹ （略）

４ （略）

別表第１５～別表第１６ （略） 別表第１５～別表第１６ （略）

別表第1７（常用危険物） 別表第1７（常用危険物）

品名 容器及び包装 積載方法等 品名 容器及び包装 積載方法等

～ ～

機関用燃料 適当な容器 適当な燃料タンクに積 機関用燃料（引火点が6 適当な容器 適当な燃料タンクに積
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載すること。 0℃以下のもの） 載すること。

～ ～ ～

第４号様式 （第７条の４、第１０条の３、第１６条の２関係） 第４号様式 （第７条の４、第１０条の３、第１６条の２関係）

少量危険物用表示 少量危険物用表示

図 （略） 図 （略）

表 表 （新設）

部 分 色 彩

地 白又は表示が見やすい色

線 黒

記 号 黒

注１～２ （略） 注１～２ （略）

３ 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和58年運 ３ 航空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和58年運

輸省告示第572号）第23条第４項の規定による場合にあっては、同 輸省告示第572号）第23条の規定による場合にあっては、同告示第

告示第７号様式を使用して差し支えない。 ７号様式を使用して差し支えない。

第６号様式 （第25条の4、第25条の4の2及び第25条の5及び第25条の6 第６号様式 （第25条の4、第25条の4の2及び第25条の5及び第25条の

の3関係) 6の3関係)

備考 １～１３ （略） 備考 １～１３ （略）

１４ IBC容器にあっては、次の要件に適合するもので １４ IBC容器にあっては、次の要件に適合するもので

あること。 あること。

イ～ハ （略） イ～ハ （略）

ニ 再生プラスチック製の容器にあっては「REC」 （新設）

の文字を付すこと。

１５～１６ （略） １５～１６ （略）
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別表第1（第2条、第3条、第5条、第7条、第7条の2、第7条の4、第10条、第14条の2、第14条の3、第14条の4、第15条、第15条の2、第16条、第16条の2、第16条の8の2、第18条の3、第20条の3、第21条の2、第24条、第25条の5、第54条関係）

日本語名 日本語名 英語名 英語名 容器 容器
追加
規定

追加
規定

容器 容器
追加
規定

追加
規定

容器 容器
追加
規定

追加
規定

タンク タンク
追加
規定

追加
規定

1002 1002 空気（圧縮されているもの）
（酸素の濃度が23.5％以下の空気に限る。）

空気（圧縮されているもの）
（酸素の濃度が23.5％以下の空気に限る。）

AIR, COMPRESSED AIR, COMPRESSED 高圧ガス 高圧ガス 非引火性非
毒性高圧ガ

ス

非引火性非
毒性高圧ガ

ス

2.2 2.2 - - - - - - 120mL 120mL E1 E1 P200 P200 - - - - - - - - - - - - - - - - - - A A - - SP392 SP392
SP397

1012 1012 ブチレン
 ［ブテン］

ブチレン
［1-ブチレン］［シス-2-ブチレン］［トラン
ス-2-ブチレン］

BUTYLENE BUTYLENE 高圧ガス 高圧ガス 引火性高圧
ガス

引火性高圧
ガス

2.1 2.1 - - - - - - - - - - P200 P200 - - - - - - - - - - T50 T50 - - - - - - E
SW2

E
SW2

- - - SP398

1052 1052 フッ化水素
（無水物）

フッ化水素
（無水物）

HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS HYDROGEN FLUORIDE, ANHYDROUS 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 6.1 6.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P200 P200 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2 TP2 - - - - D
SW2

D
SW2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1169  抽出香料液
 （精油）

EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID  引火性液体
 類

- 3 - - Ⅱ 5L E2 P001 - - - IBC02 - T4 TP1
TP8

- - B - -

1169  抽出香料液
 ［精油］

EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID  引火性液体
 類

- 3 - - Ⅲ 5L E1 P001 - LP01 - IBC03 - T2 TP1 - - A - SP223

1191 1191 エチルヘキサアルデヒド類
［2-エチルヘキサアルデヒド］

［2-エチルヘキサナールP］

［オクチルアルデヒドP］
［イソオクタルデヒド］
［ノルマルオクタアルデヒド］

［3-エチルヘキサアルデヒドP］

［3-エチルヘキサナールP］

エチルヘキサアルデヒド類
［2-エチルヘキサアルデヒド］
［2-エチルヘキサナール］
［オクチルアルデヒド］
［イソオクタルデヒド］
［ノルマルオクタアルデヒド］
［3-エチルヘキサアルデヒド］
［3-エチルヘキサナール］

OCTYL ALDEHYDES OCTYL ALDEHYDES 引火性液体
類

引火性液体
類

- - 3 3 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T2 T2 TP1 TP1 - - - - A A - - - -

1197 1197 抽出香料液
（着香料）

抽出香料液
[着香料][精油]

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID EXTRACTS, LIQUID, for flavour or
aroma

引火性液体
類

引火性液体
類

- - 3 3 - - - - Ⅱ Ⅱ 5L 5L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 - - T4 T4 TP1
TP8

TP1
TP8

- - - - B B - - - -

1197 1197 抽出香料液
［着香料］

抽出香料液
［着香料][精油]

EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID EXTRACTS, LIQUID, for flavour or
aroma

引火性液体
類

引火性液体
類

- - 3 3 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T2 T2 TP1 TP1 - - - - A A - - SP223 SP223

1307 1307 キシレン
［ジメチルベンゼン、キシロール、メタキシレ
ン又はパラキシレン］

キシレン
［オルトキシレン、ジメチルベンゼン、キシ
ロール、メタキシレン又はパラキシレン］

XYLENES XYLENES 引火性液体
類

引火性液体
類

- - 3 3 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T2 T2 TP1 TP1 - - - - A A - - SP223 SP223

1383 1383 自然発火性金属又は
自然発火性合金
（他に品名が明示されているものを除く。）
［アルミニウム粉末］
［バリウム粉末］
［セシウム粉末］
［セリウム粉末］
［鉄粉末］
［ストロンチウム粉末］
［亜鉛粉末（自然発火性を有するもの）］

自然発火性金属又は
自然発火性合金
（他に品名が明示されているものを除く。）
［アルミニウム粉末］
［バリウム粉末］
［セシウム粉末］
［セリウム粉末］
［鉄粉末（自然発火性を有するもの）］
［ストロンチウム粉末］
［亜鉛粉末（自然発火性を有するもの）］

PYROPHORIC METAL, N.O.S. or
PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.

PYROPHORIC METAL, N.O.S. or
PYROPHORIC ALLOY, N.O.S.

可燃性物質
類

可燃性物質
類

自然発火性
物質

自然発火性
物質

4.2 4.2 - - - - Ⅰ Ⅰ - - - - P404 P404 PP31 PP31 - - - - - - - - T21 T21 TP7
TP33

TP7
TP33

- - - - D
H1

D
H1

SG26
SGG15

SG26
SGG15

SP274 SP274

1439 1439 重クロム酸アンモニウム 重クロム酸アンモニウム AMMONIUM DICHROMATE AMMONIUM DICHROMATE 酸化性物質
類

酸化性物質
類

酸化性物質 酸化性物質 5.1 5.1 - - - - Ⅱ Ⅱ 1kg 1kg E2 E2 P002 P002 - - - - - - IBC08 IBC08 B4
B21

B4
B21

T3 T3 TP33 TP33 - - - - A A SG75
SGG2

SG35
SGG2

- -

1694 1694 オルトシアン化ブロモベンジルP

（液体）

オルトシアン化ブロモベンジル
（液体）

BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID BROMOBENZYL CYANIDES, LIQUID 毒物類 毒物類 毒物 毒物 6.1 6.1 - - - - Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 PP31 PP31 - - - - - - - - T14 T14 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW1
SW2
H2

D
SW1
SW2
H2

SG35
SGG6

SG35
SGG6

SP138 SP138

1777 1777 フルオロスルホン酸
［フッ化スルホン酸］

フルオロスルホン酸
［フッ化スルホン酸］

FLUOROSULPHONIC ACID FLUOROSULPHONIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2 TP2 - - - - D
SW2

D
SW2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1786 1786 フッ化水素酸と硫酸の混合物
（フッ化水素及び硫酸の混合物を70質量％から
80質量％まで含有し、かつ、フッ化水素の含有
率が25質量％以上のものに限る。）

フッ化水素酸と硫酸の混合物
（フッ化水素及び硫酸の混合物を70質量％から
80質量％まで含有し、かつ、フッ化水素の含有
率が25質量％以上のものに限る。）

HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID
MIXTURE

HYDROFLUORIC ACID AND SULPHURIC ACID
MIXTURE

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 6.1 6.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1787 1787 ヨウ化水素酸
［ヨウ酸］

ヨウ化水素酸
［ヨウ酸］

HYDRIODIC ACID HYDRIODIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 - - T7 T7 TP2 TP2 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1787 1787 ヨウ化水素酸
［ヨウ酸］

ヨウ化水素酸
［ヨウ酸］

HYDRIODIC ACID HYDRIODIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T4 T4 TP1 TP1 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

SP223 SP223

1788 1788 臭化水素酸
［臭酸］

臭化水素酸
［臭酸］

HYDROBROMIC ACID HYDROBROMIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 - - T7 T7 TP2 TP2 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1788 1788 臭化水素酸
［臭酸］

臭化水素酸
［臭酸］

HYDROBROMIC ACID HYDROBROMIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T4 T4 TP1 TP1 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

SP223 SP223

1789 1789 塩酸 塩酸 HYDROCHLORIC ACID HYDROCHLORIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1789 1789 塩酸 塩酸 HYDROCHLORIC ACID HYDROCHLORIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅲ Ⅲ 5L 5L E1 E1 P001 P001 - - LP01 LP01 - - IBC03 IBC03 - - T4 T4 TP1 TP1 - - - - C C SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

SP223 SP223

1790 1790 フッ化水素酸
（フッ化水素の濃度が60質量％を超えるものに
限る。）
［フッ酸］

フッ化水素酸
（フッ化水素の濃度が60質量％を超えるものに
限る。）
［フッ酸］

HYDROFLUORIC ACID solution, with
more than 60% hydrogen fluoride

HYDROFLUORIC ACID solution, with
more than 60% hydrogen fluoride

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 6.1 6.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P802 P802 PP79
PP81

PP79
PP81

- - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW1
SW2
H2

D
SW1
SW2
H2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1790 1790 フッ化水素酸
（フッ化水素の濃度が60質量％以下のものに限
る。）
［フッ酸］

フッ化水素酸
（フッ化水素の濃度が60質量％以下のものに限
る。）
［フッ酸］

HYDROFLUORIC ACID solution, with not
more than 60% hydrogen fluoride

HYDROFLUORIC ACID solution, with not
more than 60% hydrogen fluoride

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 6.1 6.1 Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 PP81 PP81 - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - D
SW1
SW2
H2

D
SW1
SW2
H2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1796 1796 混酸
（硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率
が50質量％を超えるものに限る。）

混酸
（硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率
が50質量％を超えるものに限る。）

NITRATING ACID  MIXTURE with more
than 50% nitric acid

NITRATING ACID  MIXTURE with more
than 50% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1 5.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG16
SG36
SG49
SGG1a

SG16
SG36
SG49
SGG1

- -

1796 1796 混酸
（硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率
が50質量％以下のものに限る。）

混酸
（硝酸と硫酸の混合物であって、硝酸の含有率
が50質量％以下のものに限る。）

NITRATING ACID  MIXTURE with not
more than 50% nitric acid

NITRATING ACID  MIXTURE with not
more than 50% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L - - P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1798 1798 王水 王水 NITROHYDROCHLORIC ACID NITROHYDROCHLORIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅰ Ⅰ - - - - P802 P802 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

1802 1802 過塩素酸
（濃度が50質量％以下のものに限る。）

過塩素酸
（濃度が50質量％以下のものに限る。）

PERCHLORIC ACID with not more than
50% acid, by mass

PERCHLORIC ACID with not more than
50% acid, by mass

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1 5.1 Ⅱ Ⅱ 1L 1L - - P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 - - T7 T7 TP2 TP2 - - - - C C SG16
SG36
SG49
SGG1a

SG16
SG36
SG49
SGG1

- -

1826 1826 廃混酸
（硝酸の含有率が50質量％を超えるものであっ
て、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を
含まないものに限る。）

廃混酸
（硝酸の含有率が50質量％を超えるものであっ
て、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を
含まないものに限る。）

NITRATING ACID MIXTURE, SPENT
with more than 50% nitric acid

NITRATING ACID MIXTURE, SPENT
with more than 50% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1 5.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG16
SG36
SG49
SGG1a

SG16
SG36
SG49
SGG1

- -

1826 1826 廃混酸
（硝酸の含有率が50質量％以下のものであっ
て、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を
含まないものに限る。）

廃混酸
（硝酸の含有率が50質量％以下のものであっ
て、化学的に安定で、かつ、爆発性の不純物を
含まないものに限る。）

NITRATING ACID MIXTURE, SPENT
with not more than 50% nitric acid

NITRATING ACID MIXTURE, SPENT
with not more than 50% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L - - P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - D
SW2

D
SW2

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1830 1830 硫酸
（濃度が51質量％を超えるもの）

硫酸
（濃度が51質量％を超えるもの）

SULPHURIC ACID with more than 51%
acid

SULPHURIC ACID with more than 51%
acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - C
SW15

C
SW15

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1831 1831 発煙硫酸
［二硫酸］

発煙硫酸
［二硫酸］

SULPHURIC ACID, FUMING SULPHURIC ACID, FUMING 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 6.1 6.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P602 P602 - - - - - - - - - - T20 T20 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - C
SW2
SW15

C
SW2
SW15

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1832 1832 廃硫酸
（化学的に安定なものに限る。）

廃硫酸
（化学的に安定なものに限る。）

SULPHURIC ACID, SPENT SULPHURIC ACID, SPENT 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L - - P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - C
SW15

C
SW15

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

1873 1873 過塩素酸
（濃度が50質量％を超え72質量％以下のものに
限る。）

過塩素酸
（濃度が50質量％を超え72質量％以下のものに
限る。）

PERCHLORIC ACID  with more than 50%
but not more than 72% acid, by mass

PERCHLORIC ACID  with more than 50%
but not more than 72% acid, by mass

酸化性物質
類

酸化性物質
類

酸化性物質 酸化性物質 5.1 5.1 - - 8 8 Ⅰ Ⅰ - - - - P502 P502 PP28 PP28 - - - - - - - - T10 T10 TP1 TP1 - - - - D D SG16
SG36
SG49
SGG1a

SG16
SG36
SG49
SGG1

- -

1891 1891 臭化エチル
［ブロモエタン］

臭化エチル
［ブロモエタン］

ETHYL BROMIDE ETHYL BROMIDE 毒物類 引火性液体
類

毒物 - 6.1 3 - - - 6.1 Ⅱ Ⅱ 100mL 1L E4 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B8 B8 T7 T7 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - B
SW2
SW5

B
SW2
SW5

SGG10 SGG10 - -

1906 1906 廃酸
（石油精製時等に副生する廃硫酸）

廃酸
（石油精製時等に副生する廃硫酸）

SLUDGE ACID SLUDGE ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L - - P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 - - T8 T8 TP2
TP28

TP2
TP28

- - - - C
SW15

C
SW15

SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

2031 2031 硝酸
（濃度が70質量％を超えるものに限る。）
（発煙硝酸を除く。）

硝酸
（濃度が70質量％を超えるものに限る。）
（発煙硝酸を除く。）

NITRIC ACID  other than red fuming,
with more than 70% nitric acid

NITRIC ACID  other than red fuming,
with more than 70% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1 5.1 Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 PP81 PP81 - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D D SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

2031 2031 硝酸
（濃度が65質量％以上70質量％以下のものに限
る。）

硝酸
（濃度が65質量％以上70質量％以下のものに限
る。）

NITRIC ACID  other than red fuming,
with at least 65% but with not more
than 70% nitric acid

NITRIC ACID  other than red fuming,
with at least 65% but with not more
than 70% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1 5.1 Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 PP81 PP81 - - - - IBC02 IBC02 B15
B20

B15
B20

T8 T8 TP2 TP2 - - - - D D SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

積載方法 隔離 隔離 備考 備考

微量危険物

の許容容量

又は許容質

量

微量危険物

の許容容量

又は許容質

量

容器及び包装

小型容器又は高圧容器 大型容器 IBC容器 ポータブルタンク フレキシ

ブルバル

クコンテ

ナ

項目 項目 等級 等級 積載方法フレキシ

ブルバル

クコンテ

ナ

特別
規定

特別
規定

隔
離
区
分

隔
離
区
分

副次
危険性
等級

副次
危険性
等級

容器
等級

容器
等級

少量危
険物の
許容容
量又は
許容質

量

少量危険物

の許容容量

又は許容質

量

国連
番号

国連
番号

品名
分類 分類
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2031 2031 硝酸
（濃度が65質量％未満のものに限る。）

硝酸
（濃度が65質量％未満のものに限る。）

NITRIC ACID  other than red fuming,
with less than 65% nitric acid

NITRIC ACID  other than red fuming,
with less than 65% nitric acid

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 PP81 PP81 - - - - IBC02 IBC02 B15
B20

B15
B20

T8 T8 TP2 TP2 - - - - D D SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

2032 2032 発煙硝酸 発煙硝酸 NITRIC ACID, RED FUMING NITRIC ACID, RED FUMING 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - 5.1
6.1

5.1
6.1

Ⅰ Ⅰ - - - - P602 P602 - - - - - - - - - - T20 T20 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - D
SW2

D
SW2

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

2240 2240 クロム硫酸 クロム硫酸 CHROMOSULPHURIC ACID CHROMOSULPHURIC ACID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅰ Ⅰ - - - - P001 P001 - - - - - - - - - - T10 T10 TP2
TP13

TP2
TP13

- - - - B
SW2

B
SW2

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

2249 2249 ジクロロメチルエーテルP ジクロロメチルエーテル DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL DICHLORODIMETHYL ETHER, SYMMETRICAL 毒物類 毒物類 毒物 毒物 6.1 6.1 - - 3 3 Ⅰ Ⅰ - - - - P099 P099 - - - - - - - - - - - - - - - - - - D
SW2

D
SW2

- - - SP976

2308 2308 硫酸水素ニトロシル
（液体）

硫酸水素ニトロシル
（液体）

NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID NITROSYLSULPHURIC ACID, LIQUID 腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - D
SW2

D
SW2

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1a

SG6
SG16
SG17
SG19
SG36
SG49
SGG1

- -

2796 2796 硫酸（濃度が51質量％以下のものに限る。）又
は電池液（酸性のものに限る。）

硫酸（濃度が51質量％以下のものに限る。）又
は電池液（酸性のものに限る。）

SULPHURIC ACID  with not more than
51% acid or
BATTERY FLUID, ACID

SULPHURIC ACID  with not more than
51% acid or
BATTERY FLUID, ACID

腐食性物質 腐食性物質 - - 8 8 - - - - Ⅱ Ⅱ 1L 1L E2 E2 P001 P001 - - - - - - IBC02 IBC02 B20 B20 T8 T8 TP2 TP2 - - - - B B SG36
SG49
SGG1a

SG36
SG49
SGG1

- -

3208 3208 金属性物質
（水反応性）
（他に品名が明示されているものを除く。）

金属性物質
（水反応性）
（他に品名が明示されているものを除く。）

METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE,
N.O.S.

METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE,
N.O.S.

可燃性物質
類

可燃性物質
類

水反応可燃
性

物質

水反応可燃
性

物質

4.3 4.3 - - - - Ⅱ Ⅱ 500g 500g - E2 P410 P410 PP31 PP31 - - - - IBC07 IBC07 B4
B21

B4
B21

T3 T3 TP33 TP33 - - - - E
SW2
H1

E
SW2
H1

SG26 SG26 SP274 SP274

3209 3209 金属性物質
（自己発熱性のもの）
（他に品名が明示されているものを除く。）

金属性物質
（自己発熱性のもの）
（他に品名が明示されているものを除く。）

METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE,
SELF-HEATING, N.O.S.

METALLIC SUBSTANCE, WATER-REACTIVE,
SELF-HEATING, N.O.S.

可燃性物質
類

可燃性物質
類

水反応可燃
性

物質

水反応可燃
性

物質

4.3 4.3 - - 4.2 4.2 Ⅱ Ⅱ - - E2 - P410 P410 PP31
PP40

PP31
PP40

- - - - IBC05 IBC05 B21 B21 T3 T3 TP33 TP33 - - - - E
SW2
H1

E
SW2
H1

SG26 SG26 SP274 SP274

3550
水酸化コバルト（Ⅱ）粉末P（呼吸域粒子を
10％以上含むものに限る）

COBALT DIHYDROXIDE POWDER,
containing not less than 10%
respirable particles

毒物類 毒物 6.1 - - Ⅰ - E5 P002 - - - - - IBC07
B1
B40

T6 TP33 - -
D

SW2
- -
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○
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
十
二
号

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
船
舶
に
よ
る
危
険

物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
四
年
運
輸
省
告
示
第
五
百
四
十
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

液
体
を
収
納
す
る
Ｉ
Ｂ
Ｃ
容
器
は
、
摂
氏
五
〇
度
で
圧
力
一
一
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
圧
又
は
摂
氏
五

五
度
で
圧
力
一
三
〇
キ
ロ
パ
ス
カ
ル
を
超
え
る
蒸
気
圧
を
持
つ
危
険
物
の
容
器
と
し
て
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
別
表
第
一
の
国
連
番
号
の
欄
に
２
６
７
２
と
掲
げ
ら
れ
て
い
る
危
険
物
を
収
納
す
る
Ｉ
Ｂ
Ｃ
容
器
に
つ
い
て

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
条
第
四
号
中
「
別
表
第
一
の
容
器
及
び
包
装
の
欄
に
お
い
て
」
を
「
別
表
第
一
備
考
６
に
お
い
て
」
に
、
「
危

険
物
」
を
「
容
器
に
収
納
す
る
危
険
物
」
に
改
め
る
。

第
十
条
の
三
中
「
及
び
第
四
号
様
式
の
少
量
危
険
物
用
表
示
」
を
削
る
。
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第
十
四
条
の
三
第
一
号
リ
中
「
別
表
第
一
」
を
「
第
三
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
「
温
度
管
理
が
必
要
」

若
し
く
は
「T

E
M
P
E
R
A
T
U
R
E

C
O
N
T
R
O
L
L
E
D

」
を
品
名
に
付
し
て
い
る
危
険
物
、
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。

第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
第
二
号
イ
の
表
中
「
減
じ
た
圧
力
」
の
下
に
「
又
は
〇
・
一
メ
ガ
パ
ス
カ
ル
の
圧
力
の
う

ち
い
ず
れ
か
高
い
方
の
圧
力
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一1

0
0
2

の
項備

考

の
欄
中
「S

P
3
9
2

」
の
下
に
「S

P
3
9
7

」
を
加
え
、
同
表1

0
1
2

の
項品

名

の
欄
の
う
ち日

本

語
名

の
欄
中
「
［ブ

テ
ン

］
」
を
「
［1

-
ブ
チ
レ
ン

］

［シ
ス

-
2
-
ブ
チ
レ
ン

］

［ト
ラ
ン
ス

-
2
-
ブ
チ
レ
ン

］
」
に

改
め
、
同
項備

考

の
欄
中
「-
」
を
「S

P
3
9
8

」
に
改
め
、
同
表1

0
5
2

の
項隔

離

の
欄
中
「S

G
G
1
a

」
を
「S

G
G
1

」
に
改

め
、
同
表1

1
6
9

の
項
を
削
り
、
同
表1

1
9
1

の
項品

名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「
［2

-
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ナ

ール
P

］
」
を
「
［2

-
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ナ

ール
］
」
に
、
「
［オ

ク
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

P

］
」
を
「
［オ

ク
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド

］
」
に
、
「
［3

-
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ア
ル
デ
ヒ
ド

P

］
」
を
［3

-
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ア
ル
デ
ヒ
ド

］
」
に
、
「
［3

-
エ
チ
ル

ヘ
キ
サ
ナ

ール
P

］
」
を
「
［3

-
エ
チ
ル
ヘ
キ
サ
ナ

ール

］
」
に
改
め
、
同
表1

1
9
7

の
項
（容

器
等
級

の
欄
がⅡ

で
あ

る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）品

名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「
（着

香
料

）
」
を
「
［着

香
料

］

［精
油

］
」
に
改
め
、
同
項品

名

の
欄
の
う
ち英

語
名

の
欄
中
「F

L
A
V
O
U
R
I
N
G
,

L
I
Q
U
I
D

」
を
「L

I
Q
U
I
D
,

f
o
r

f
l
a
v
o
u
r

o
r

a
r
o
m
a

」
に
改
め
、
同
表1

1
9
7

の
項
（容

器
等
級

の
欄
がⅢ
で
あ
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）品

名

の
欄
の
う
ち

日
本
語
名

の
欄
中
「
［着

香
料

］
」
の
下
に
「
［精

油

］
」
を
加
え
、
同
項品

名

の
欄
の
う
ち英

語
名

の
欄
中
「F

L
A
V

O
U
R
I
N
G
,

L
I
Q
U
I
D

」
を
「L

I
Q
U
I
D
,

f
o
r

f
l
a
v
o
u
r

o
r

a
r
o
m
a

」
に
改
め
、
同
表1

3
0
7

の
項
（容

器
等
級

の
欄
がⅢ

で
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あ
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）品

名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「ジ

メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

」
を
「オ

ル
ト
キ
シ

レ
ン

ジ
メ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

」
に
改
め
、
同
表1

3
8
3

の
項品

名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「
［鉄

粉
末

］
」
を
「

、

［鉄
粉
末

（自
然
発
火
性
を
有
す
る
も
の

）]

」
に
改
め
、
同
表1
4
3
9

の
項隔

離

の
欄
中
「S

G
7
5

」
を
「S

G
3
5

」
に
改

め
、
同
表1

6
9
4

の
項品

名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「オ
ル
ト
シ
ア
ン
化
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ジ
ル

P

」
を
「オ

ル
ト
シ

ア
ン
化
ブ
ロ
モ
ベ
ン
ジ
ル

」
に
改
め
、
同
表1

7
7
7

、1
7
8
6

か
ら1

7
9
0

ま
で
、1

7
9
6

、1
7
9
8

、1
8
0
2

、1
8
2
6

、1
8
3
0

か
ら

1
8
3
2

ま
で
及
び1

8
7
3

の
項隔

離

の
欄
中
「S

G
G
1
a

」
を
「S

G
G
1

」
に
改
め
、
同
表1

8
9
1

の
項分

類

の
欄
中
「毒

物
類

」

を
「引

火
性
液
体
類

」
に
改
め
、
同
項項

目

の
欄
中
「毒

物

」
を
「-

」
に
改
め
、
同
項等

級

の
欄
中
「6

.
1

」
を
「3

」
に
改
め
、
同
項副

次
危
険
性
等
級

の
欄
中
「-

」
を
「6

.
1

」
に
改
め
、
同
項少

量
危
険
物
の
許
容
容
量
又
は
許
容
質

量

の
欄
中
「1

0
0
m
L

」
を
「1

L

」
に
改
め
、
同
項微

量
危
険
物
の
許
容
容
量
又
は
許
容
質
量

の
欄
中
「E

4

」
を
「E

2

」

に
改
め
、
同
表1

9
0
6

、2
0
3
1

、2
0
3
2

及
び2

2
4
0

の
項隔

離

の
欄
中
「S

G
G
1
a

」
を
「S

G
G
1

」
に
改
め
、
同
表2

2
4
9

の
項

品
名

の
欄
の
う
ち日

本
語
名

の
欄
中
「ジ

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
エ

ーテ
ル

P

」
を
「ジ

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
エ

ーテ
ル

」
に
改
め

、
同
表2

3
0
8

及
び2

7
9
6

の
項隔

離

の
欄
中
「S

G
G
1
a

」
を
「S

G
G
1

」
に
改
め
、
同
表3

2
0
8

の
項
（容

器
等
級

の
欄
がⅡ

で
あ
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）微

量
危
険
物
の
許
容
容
量
又
は
許
容
質
量

の
欄
中
「-

」
を
「E

2

」
に
改
め
、

同
表3

2
0
9

の
項
（容

器
等
級

の
欄
がⅡ

で
あ
る
も
の
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）微

量
危
険
物
の
許
容
容
量
又
は
許
容
質

量

の
欄
中
「E

2

」
を
「-

」
に
改
め
、
同
表3

5
4
9

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
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3
5
5
0
水
酸
化
コ
バ

C
O
B
A
L
T

毒
物
類

毒
物

6
.
1

-
-
Ⅰ

-
E
5

P
0
0
2

-
-

-
I
B
C
0
7

B
1

T
6

T
P
3
3

-
-

D
-

-

ル
ト

（Ⅱ

）

D
I
H
Y
D
R
O
X
I
D
E

B
4
0

S
W
2

粉
末

P

（呼
吸

P
O
W
D
E
R
,

域
粒
子
を

1
0

c
o
n
t
a
i
n
i
n
g

％
以
上
含
む

n
o
t

l
e
s
s

も
の
に
限
る

t
h
a
n

1
0
%

）

r
e
s
p
i
r
a
b
l
e

。

p
a
r
t
i
c
l
e
s

別
表
第
一
備
考
１

の
表3

2
3
0

の
項
中

(2)

「

自
己
反
応
性
物
質

F

（固
体

）

そ
の
他
の
化
学
名

x

を
」

「

自
己
反
応
性
物
質

F

（固
体

）

（7
-
メ
ト
キ
シ

-
5
-
メ
チ
ル
ベ
ン

(
7
-
M
E
T
H
O
X
Y
-
5
-
M
E
T
H
Y
L
-

O
P
7

(
1
1
)

ゾ
チ
オ
フ
ェ
ン

-
2
-
イ
ル

）ボ
ロ

B
E
N
Z
O
T
H
I
O
P
H
E
N
-
2
-
Y
L
)

B
O
R
O
N
I
C

ン
酸

A
C
I
D

（濃
度
が

8
8
質
量
％
以
上

1
0
0
質

(
8
8
%
-
1
0
0
%
)

に

量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）

。

そ
の
他
の
化
学
名

x

」
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改
め
、
同
表
注
５
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(
1
1
)
水
の
濃
度
が

1
2
質
量
％
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て

有
機
不
純
物
の
濃
度
が

1
質
量
％
を
超
え
な
い
も
の

、

に
限
る

。

別
表
第
一
備
考
１

の
表3

1
0
3

及
び3

1
0
5

の
項
中
「＜

1
0
0
％

」
を
「≦

1
0
0
％

」
に
改
め
、
同
項
中

(3)

「

1
-
(
2
-
タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
パ

ーオ
キ
シ
イ
ソ
プ

1
-
(
2
-
t
e
r
t
-
B
U
T
Y
L
P
E
R
O
X
Y

I
S
O
P
R
O
P
Y
L
)
-
3
-

O
P
7

ロ
ピ
ル

)
-
3
-
イ
ソ
プ
ロ
ペ
ニ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

I
S
O
P
R
O
P
E
N
Y
L
B
E
N
Z
E
N
E

を

（濃
度
が

7
7
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

2
3

(
≦

7
7
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

A
≧

2
3
%
)

、

質
量
％
以
上
の
希
釈
剤

A
を
含
む
も
の
に
限
る
）
。

」

「

1
-
(
2
-
タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
パ

ーオ
キ
シ
イ
ソ
プ

1
-
(
2
-
t
e
r
t
-
B
U
T
Y
L
P
E
R
O
X
Y

I
S
O
P
R
O
P
Y
L
)
-
3
-

O
P
7

ロ
ピ
ル

)
-
3
-
イ
ソ
プ
ロ
ペ
ニ
ル
ベ
ン
ゼ
ン

I
S
O
P
R
O
P
E
N
Y
L
B
E
N
Z
E
N
E

（濃
度
が

7
7
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

2
3

(
≦

7
7
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

A
≧

2
3
%
)

、

質
量
％
以
上
の
希
釈
剤

A
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

に

タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
パ

ーオ
キ
シ
イ
ソ
プ
ロ
ピ
ル

t
e
r
t
-
B
U
T
Y
L
P
E
R
O
X
Y

I
S
O
P
R
O
P
Y
L
C
A
R
B
O
N
A
T
E

O
P
7

カ

ーボ
ネ

ート

（≦
6
2
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

B
≧

3
8
%

）

（濃
度
が

6
2
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

3
8
質

、
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量
％
以
上
の
希
釈
剤

B
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

」

改
め
、
同
表3

1
0
7

の
項
中

「

タ

ーシ
ャ
リ

ーア
ミ
ル
ハ
イ
ド
ロ
パ

ーオ
キ
サ
イ
ド

t
e
r
t
-
A
M
Y
L

H
Y
D
R
O
P
E
R
O
X
I
D
E

O
P
8

（濃
度
が

8
8
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

6
質

(

≦8
8
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

A

≧6
%
,

W
a
t
e
r

≧6
%
)

を

、

量
％
以
上
の
希
釈
剤

A
を
含
み

か
つ

6
質
量
％
以

、
、

上
の
水
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

」

「

ア
セ
チ
ル
ア
セ
ト
ン
パ

ーオ
キ
サ
イ
ド

A
C
E
T
Y
L

A
C
E
T
O
N
E

P
E
R
O
X
I
D
E

O
P
8

(
3
2
)

（濃
度
が

3
5
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

5
7
質

（≦
3
5
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

A
≧

5
7
%
,

W
a
t
e
r
≧

8
%

、

量
％
以
上
の
希
釈
剤

A
を
含
み

か
つ

8
質
量
％
以

）

、
、

上
の
水
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

に

タ

ーシ
ャ
リ

ーア
ミ
ル
ハ
イ
ド
ロ
パ

ーオ
キ
サ
イ
ド

t
e
r
t
-
A
M
Y
L

H
Y
D
R
O
P
E
R
O
X
I
D
E

O
P
8
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（濃
度
が

8
8
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

6
質

(
≦

8
8
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

A
≧

6
%
,

W
a
t
e
r
≧

6
%
)

、

量
％
以
上
の
希
釈
剤

A
を
含
み

か
つ

6
質
量
％
以

、
、

上
の
水
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

」

改
め
、
同
表3

1
0
9

の
項
中
「d

i
s
p
e
r
t
i
o
n

」
を
「d

i
s
p
e
r
s
i
o
n

」
に
改
め
、
同
表3

1
1
7

の
項
中
「5

2
質
量
％
未
満

」
を

「5
2
質
量
％
以
下

」
に
改
め
、
「d

i
s
p
e
r
s
i
o
n

」
の
下
に
「

i
n

w
a
t
e
r

」
を
加
え
、
同
項
中

「

ジ
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル
パ

ーオ
キ
サ
イ
ド

D
I
P
R
O
P
I
O
N
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

O
P
8

＋1
5

＋2
0

（濃
度
が

2
7
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

7
3

(
≦

2
7
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

B
≧

7
3
%
)

℃
℃

を

、

質
量
％
以
上
の
希
釈
剤

B
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

」

「

ジ
プ
ロ
ピ
オ
ニ
ル
パ

ーオ
キ
サ
イ
ド

D
I
P
R
O
P
I
O
N
Y
L

P
E
R
O
X
I
D
E

O
P
8

＋1
5

＋2
0

（濃
度
が

2
7
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

7
3

(
≦

2
7
%
,

D
i
l
u
e
n
t

t
y
p
e

B
≧

7
3
%
)

℃
℃

、

質
量
％
以
上
の
希
釈
剤

B
を
含
む
も
の
に
限
る

）

。

に
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タ

ーシ
ャ
リ

ーヘ
キ
シ
ル
パ

ーオ
キ
シ
ピ
バ
レ

ート
t
e
r
t
-
H
E
X
Y
L

P
E
R
O
X
Y
P
I
V
A
L
A
T
E

O
P
8

＋1
5

＋2
0

（濃
度
が

5
2
質
量
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

水
中

（≦
5
2
%

a
s

a
s
t
a
b
l
e

d
i
s
p
e
r
s
i
o
n

i
n

w
a
t
e
r

℃
℃

、

で
分
散
安
定
化
し
た
も
の
に
限
る

）

）

。

」

改
め
、
同
表3

1
1
9

の
項
中
「5

2
質
量
％
未
満

」
を
「5
2
質
量
％
以
下

」
に
改
め
、
同
表3

1
1
9

注
５
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。(

3
2
)
活
性
酸
素
濃
度
が

4
.
1
5
％
以
下
の
も
の
に
適
用
す
る
こ
と

。

別
表
第
一
備
考
３

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(3)

(
3
)
(
ⅰ

)
引
火
性
高
圧
ガ
ス
及
び
毒
性
高
圧
ガ
ス
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
は

毒
性
高
圧
ガ

、

ス
を
優
先
し

引
火
性
高
圧
ガ
ス
を
副
次
危
険
性
と
す
る

、
。

(
ⅱ

)
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
は

腐
食
性
物
質
と
す
る

、
。

イ
腐
食
性
物
質

（備
考

2
(
7
)
の
腐
食
性
物
質
の
容
器
等
級
の
判
定
基
準
に
よ
り
容
器
等
級
Ⅰ
か
ら
Ⅲ
ま
で
の

い
ず
れ
か
の
腐
食
性
物
質
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
限
る

）

。

ロ
毒
物

（備
考

2
(
6
)
ハ
の
毒
物
の
吸
入
毒
性
試
験

（粉
じ
ん
又
は
煙
霧
を
発
生
す
る
物
質
に
係
る
部
分
に
限

る

）に
よ
る
容
器
等
級
の
判
定
基
準
に
よ
り
容
器
等
級
Ⅰ
の
毒
物
に
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
限

。

る

）

。
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ハ
毒
物

（備
考

2
(
6
)
イ
の
経
口
毒
性
試
験
及
び
ロ
の
経
皮
毒
性
試
験
に
よ
る
容
器
等
級
の
判
定
基
準
に
よ
り

容
器
等
級
Ⅰ
及
び
Ⅱ
に
該
当
し
な
い
と
判
定
さ
れ
た
場
合
に
限
る

）

、
。

別
表
第
一
備
考
６

P
0
0
4

の
表
中
「収

納
さ
れ
た
も
の
に
限
る

」
の
下
に
「以

下
同
じ

」
を
加
え
、
同
表
注

(1)
(ⅰ)

。
。

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
強
固
な
容
器
に
あ
っ
て
は

容
器
検
査
を
必
要
と
し
な
い

、
。

別
表
第
一
備
考
６

P
0
0
5

の
表
注
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(1)
(ⅰ)

７
容
器
検
査
を
必
要
と
し
な
い

。

別
表
第
一
備
考
６

P
0
0
6

の
表
注
１
中
「用

い
る
こ
と

」
の
下
に
「な

お
容
器
検
査
を
必
要
と
し
な
い

」

(1)
(ⅰ)

。
、

。

を
加
え
る
。

別
表
第
一
備
考
６

P
4
0
8
(
ⅱ

)

の
表
注
３
中
「容

器
検
査

」
を
「木

枠
等
の
保
護
用
外
装
材
の
場
合
に
あ
っ
て
は

(1)
(ⅰ)

容
器
検
査

」
に
改
め
る
。

、

別
表
第
一
備
考
６

P
9
0
3

の
表
中
「パ

レ
ッ
ト

注
4

」
を
「パ

レ
ッ
ト

注
5

」
に
改
め
、
同
表
注
に
次
の
よ
う
に
加
え

(1)
(ⅰ)

る
。

６
強
固
な
容
器

囲
い
又
は
パ
レ
ッ
ト
に
あ
っ
て
は

容
器
検
査
を
必
要
と
し
な
い

、
、

。

別
表
第
一
備
考
６

I
B
C
0
3

の
表
注
中
「限

る
こ
と

」
の
下
に
「こ

の
場
合

危
険
物
の
蒸
気
圧
に
つ
い
て
制

(3)
(ⅰ)

。
、

限
を
受
け
な
い

」
を
加
え
る
。

。
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別
表
第
一
備
考
６

I
B
C
0
7

の
表
注
３
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(3)
(ⅰ)

B
4
0
国
連
番
号
が

3
5
5
0
の
危
険
物
に
関
し
て
は

フ
レ
キ
シ
ブ
ル

I
B
C
容
器

（粉
末
不
漏
性
で
あ
っ
て

1
3
H
3

、
、

又
は

1
3
H
4
に
該
当
す
る
も
の
に
限
る

）を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る

。
。

別
表
備
考
６

T
2
3

の
表3

1
0
9

の
項
中

(4)
(ⅰ)

「

タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
ハ
イ
ド
ロ
パ

ーオ
キ

-
-

サ
イ
ド

（濃
度
が

7
2
質
量
％
以
下
の
水
溶
液

を

）(
1
)

」

「

タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
ハ
イ
ド
ロ
パ

ーオ
キ

-
-

サ
イ
ド

（濃
度
が

7
2
質
量
％
以
下
の
水
溶
液

）

に

(
1
)

タ

ーシ
ャ
リ

ーブ
チ
ル
ハ
イ
ド
ロ
パ

ーオ
キ

-
-

サ
イ
ド

（濃
度
が

5
6
質
量
％
以
下
で

希
釈

、
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剤
B
を
含
有
す
る
も
の

）

」

改
め
る
。

別
表
第
一
備
考
８
の
表S

G
7
5

及
びS

G
G
1
a

の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
備
考
９

中
「及

び
S
G
G
1
a

」
及
び
「
＊

」
を
削
り
、
注
を
削
る
。

(1)

別
表
第
一
備
考

の
表S

P
1
8
8

の
項

中

10

(8)

「

「
を」

」

に
改
め
、
同
項
注
２
中
「

＊
＊
に
追
加
情
報
問
い
合
わ
せ
の
た
め
の
電
話
番
号
を

」
を
削
る
。

、

別
表
第
一
備
考

の
表S

P
3
9
5

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

10
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S
P
3
9
7

窒
素
と
酸
素
の
混
合
物

（酸
素
の
含
有
率
が

1
9
.
5
体
積
％
以
上

2
3
.
5
体
積
％
以
下
の
も
の
で
あ
っ
て

他
の
添
加
物
を
含
ま
な
い

、

も
の
に
限
る

）は
国
連
番
号

1
0
0
2
の
危
険
物
と
し
て
運
送
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
の
場
合
に
お
い
て
は

等
級

5
.
1
の
副
標
札
を

。
。

、

付
す
こ
と
を
要
し
な
い

。

S
P
3
9
8

イ
ソ
ブ
チ
レ
ン
は

国
連
番
号

1
0
5
5
の
危
険
物
に
該
当
す
る

、
。

別
表
第
八
の
三ア

ル
キ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
ス
ル
ホ
ン
酸

（ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

1
1
か
ら

1
7
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混

合
物
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

。

ア
ル
キ
ル
ベ
ン

A
l
k
y
l

S
/
P

2
2
G

制
御

不
要

T
2
Ⅱ

N
o

密
閉

F
-
T

A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
2
,

ゼ
ン

(
ア
ル
キ

(
C
3
-
C
1
1
)

A
1
.
1
7
,

ル
基
の
炭
素
数

b
e
n
z
e
n
e
s

1
.
1
9
.
6

が
3
か
ら

1
1
ま

w
i
t
h

で
の
も
の
の
混

p
h
e
n
o
l
f
o
r

合
物
に
限
る

m
a
l
d
e
h
y
d
e

)
並
び
に
ア

/
a
c
r
y
l
a
t
e

。ク
リ
レ

ート
ポ

p
o
l
y
m
e
r
s

リ
マ

ー及
び
フ

(
3
3
%

o
r

ェ
ノ

ール
ホ
ル

l
e
s
s
)

ム
ア
ル
デ
ヒ
ド

ポ
リ
マ

ーの
混

合
物
の
混
合
物
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(
ア
ク
リ
レ

ー

ト
ポ
リ
マ

ー及

び
フ
ェ
ノ

ール

ホ
ル
ム
ア
ル
デ

ヒ
ド
ポ
リ
マ

ー
の
混
合
物
の
濃

度
が

3
3
質
量
％

以
下
の
も
の
に

限
る

)
。

別
表
第
八
の
三ア

ル
キ
ル
ポ
リ
グ
ル
コ
シ
ド
水
溶
液

（ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が
８
か
ら

1
0
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の

混
合
物
の
濃
度
が

6
0
質
量
％
以
上
で
あ
っ
て

ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

1
2
か
ら

1
4
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
混
合
物
の

、

濃
度
が

4
0
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
（濃

度
が

5
5
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

。
。

加
え
る
。

ア
ル
キ
ル
フ
ェ

A
l
k
y
l
p
h
e
n

S
/
P

1
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
B
,
C

E
1
.
1
2
,

ノ

ール
(
ア
ル

o
l
s

(
C
1
0
-

1
.
1
7
,

キ
ル
基
の
炭
素

C
1
8
,

C
1
2

1
.
1
9

数
が

1
2
の
も
の

r
i
c
h
)

を
含
む
炭
素
数

が
1
0
か
ら

1
8
ま

で
の
も
の
の
混

合
物
に
限
る

)
。別
表
第
八
の
三ア

ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
カ
ル
シ
ウ
ム

（ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

1
0
か
ら

2
8
ま
で
の
も
の
及
び
そ
の
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混
合
物
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る

。

塩
化
カ
ル
シ
ウ

C
a
l
c
i
u
m

S
3

2
G

開
放

不
要

-
-

N
F

制
限

不
要

不
要

不
要

1
.
1
9
.
6

ム
水
溶
液

(
濃

c
h
l
o
r
i
d
e

度
が

3
5
質
量
％

s
o
l
u
t
i
o
n

未
満
の
も
の
に

(
l
e
s
s

限
る

)
t
h
a
n

3
5
%
)

。

別
表
第
八
の
三塩

化
コ
リ
ン
水
溶
液

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

水
酸
化
コ
リ
ン

C
h
o
l
i
n
e

S
/
P

3
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
C

E
1
.
1
2
,

水
溶
液

h
y
d
r
o
x
i
d
e

1
.
1
7
,

s
o
l
u
t
i
o
n

1
.
1
9

別
表
第
八
の
三や

し
油
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

5
-
(
2
-
(
メ
チ
ル

C
o
n
c
e
n
t
r
a

P
3

2
G

開
放

不
要

-
-

N
F

開
放

不
要

不
要

不
要

チ
オ

)
ア
ル
キ

t
e
d

ル
)
イ
ミ
ダ
ゾ

f
i
l
t
r
a
t
e

リ
ジ
ン

-
2
,
4
-

o
f

t
h
e

ジ
オ
ン
及
び
炭

n
e
u
t
r
a
l
i
z

酸
カ
リ
ウ
ム
の

e
d

中
和
反
応
生
成

r
e
a
c
t
i
o
n

物
ろ
液
の
濃
縮

p
r
o
d
u
c
t

物
o
f

5
-
[
2
-
(

m
e
t
h
y
l
t
h
i

o
)
a
l
k
y
l
]
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i
m
i
d
a
z
o
l
i

d
i
n
e
-
2
,
4
-

d
i
o
n
e

a
n
d

p
o
t
a
s
s
i
u
m

c
a
r
b
o
n
a
t
e

別
表
第
八
の
三2

,
4
-
ジ
ク
ロ
ロ
フ
ェ
ノ

ール

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

2
,
4
-
ジ
ク
ロ
ロ

2
,
4
-
D
i
c
h
l

S
/
P

2
2
G

開
放

不
要

-
-

Y
e
s

開
放

不
要

A
,
C

不
要

1
.
1
9
.
6

フ
ェ
ノ
キ
シ
酢

o
r
o
p
h
e
n
o
x

酸
コ
リ
ン
塩
水

y
a
c
e
t
i
c

溶
液

a
c
i
d
,

c
h
o
l
i
n
e

s
a
l
t

s
o
l
u
t
i
o
n

別
表
第
八
の
三エ

チ
レ
ン
グ
リ
コ

ール
モ
ノ
ア
ル
キ
ル
エ

ーテ
ル

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

エ
チ
レ
ン
グ
リ

E
t
h
y
l
e
n
e

S
/
P

3
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
C

E
1
.
1
2
,

コ

ール
モ
ノ
ア

g
l
y
c
o
l

1
.
1
7
,

ル
キ
ル
エ

ーテ
m
o
n
o
a
l
k
y
l

1
.
1
9

ル
(
濃
度
が

3
1

e
t
h
e
r
s

質
量
％
以
下
の

(
3
1
%

o
r

も
の
に
限
る

l
e
s
s
)
/

)
エ
チ
レ

E
t
h
y
l
e
n
e

。
、

ン
グ
リ
コ

ール
g
l
y
c
o
l

(
濃
度
が

2
5
質

(
2
5
%

o
r

量
％
以
下
の
も

l
e
s
s
)
/
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の
に
限
る

)
E
t
h
o
x
y
l
a
t

。

エ
ト
キ
シ

e
d

、化
ア
ル
コ

ール
a
l
c
o
h
o
l
s

（濃
度
が

1
5
質

(
1
5
%

o
r

量
％
以
下
の
も

l
e
s
s
)
/

の
に
限
る

)
E
t
h
o
x
y
l
a
t

。

エ
ト
キ
シ

e
d

、化
イ
ミ
ダ
ゾ
リ

i
m
i
d
a
z
o
l
i

ン
(
濃
度
が

1
0

n
e
s

質
量
％
以
下
の

(
1
0
%

o
r

も
の
に
限
る

l
e
s
s
)
/
2
-

）及
び

2
-

m
e
r
c
a
p
t
o
e

。メ
ル
カ
プ
ト
エ

t
h
a
n
o
l

タ
ノ

ール
水
溶

(
5
%

o
r

液
(
濃
度
が

5
質

l
e
s
s
)

量
％
以
下
の
も

s
o
l
u
t
i
o
n

の
に
限
る

)
。

の
混
合
水
溶
液

別
表
第
八
の
三過

酸
化
水
素
水
溶
液

（濃
度
が

6
0
質
量
％
を
超
え

7
0
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
の
項特

別
要

。

件

の
欄
中
「

」
を
「

～1
.
5
.
1
2

」
に
改
め
、
同
表過

酸
化
水
素
水
溶
液

（濃
度
が
８
質
量
％
を
超
え

6
0

1
.
5
.
1

1
.
5
.
1

質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
の
項特

別
要
件

の
欄
中
「

2

」
を
「

4

～1
.
5
.
2
5

」
に
改
め
、
同
表イ

リ
。

1
.
5
.

1
.
5
.
1

ッ
ペ
オ
イ
ル

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

イ
ソ
ア
ル
カ
ン

I
s
o
a
l
k
a
n
e

P
3

2
G
開
放

不
要

-
-

Y
e
s

開
放

不
要

A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
9
.
6

(
炭
素
数
が

1
6

s
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か
ら

1
8
ま
で
の

(
C
1
6
-
C
1
8
)

も
の
及
び
そ
の

混
合
物
に
限
る

)
。別

表
第
八
の
三ア

ル
キ
ル
サ
リ
チ
ル
酸
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム

（ア
ル
キ
ル
基
の
炭
素
数
が

1
1
以
上
の
も
の
に
限
る

）
の

。

項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

マ
レ
イ
ン
酸

M
a
l
e
i
c

S
/
P

3
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
C

E
1
.
1
2
,

ア
ク
リ
ル

a
c
i
d
/

1
.
1
7
,

、酸
ビ
ニ
ル

A
c
r
y
l
i
c

1
.
1
9

、

ス
ル
ホ
ン
酸
及

a
c
i
d
/

び
ビ
ニ
ル
ホ
ス

E
t
h
e
n
y
l
s
u

ホ
ン
酸
重
合
体

l
p
h
o
n
i
c

を
含
む
ナ
ト
リ

a
c
i
d
/

ウ
ム
塩
水
溶
液

E
t
h
e
n
y
l
p
h

並
び
に
エ
チ
レ

o
s
p
h
o
n
i
c

ン
グ
リ
コ

ール
a
c
i
d

水
溶
液
の
混
合

p
o
l
y
m
e
r
,

水
溶
液

s
o
d
i
u
m

s
a
l
t

i
n

a
q
u
e
o
u
s
/

e
t
h
y
l
e
n
e

g
l
y
c
o
l

s
o
l
u
t
i
o
n

別
表
第
八
の
三N

-メ
チ
ル
ア
ニ
リ
ン

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

N

・N
'
-
メ
チ
レ

N
,
N
'
-
M
e
t
h

S
/
P

2
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
C

E
1
.
1
2
,
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ン
ビ
ス

(
5
-
メ

y
l
e
n
e
-
b
i
s

1
.
1
7
,

チ
ル
オ
キ
サ
ゾ

(
5
-
m
e
t
h
y
l

1
.
1
9

リ
ジ
ン

)
o
x
a
z
o
l
i
d
i

n
e
)

別
表
第
八
の
三ア

ル
フ
ァ
オ
レ
フ
ィ
ン
混
合
物

（炭
素
数
が

6
か
ら

1
8
ま
で
の
も
の
の
混
合
物
に
限
る

）
の
項
の

。

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ア
ル
フ
ァ
オ
レ

a
l
p
h
a
-

S
/
P

2
2
G

開
放

不
要

-
-

Y
e
s

開
放

不
要

A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
9
.
6

フ
ィ
ン

(
炭
素

O
l
e
f
i
n

数
が

1
2
以
上
の

(
C
1
2
+
)

も
の
の
混
合
物

m
i
x
t
u
r
e
s

に
限
る

）

。

別
表
第
八
の
三パ

ーム
油
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

パ

ーム
油
工
場

P
a
l
m

S
/
P

2
2
G

開
放

不
要

-
-

Y
e
s

開
放

不
要

A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
9
.
6

廃
液
精
製
油

o
i
l

m
i
l
l

e
f
f
l
u
e
n
t

o
i
l

パ

ーム
油
工
場

P
a
l
m

o
i
l

S
/
P

2
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

制
限

T
A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
2
.
3
,

廃
液
精
製
油
脂

m
i
l
l

1
.
1
2
.
4
,

肪
酸
蒸
留
留
出

e
f
f
l
u
e
n
t

1
.
1
9
.
6

物
o
i
l

f
a
t
t
y

a
c
i
d

d
i
s
t
i
l
l
a
t

e
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別
表
第
八
の
三ポ

リ
ア
ク
リ
ル
酸
水
溶
液

（濃
度
が

4
0
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

。

加
え
る
。

ポ
リ
ア
ル
ケ
ン

P
o
l
y
a
l
k
e
n

S
/
P

2
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

制
限

T
A
,
C

不
要

1
.
1
2
.
3
,

ス
ル
ホ
ン
酸
ナ

e
1
.
1
2
.
4
,

ト
リ
ウ
ム
塩
水

s
u
l
p
h
o
n
i
c

1
.
1
9
.
6

溶
液

(
ア
ル
ケ

a
c
i
d

ニ
ル
基
の
炭
素

(
C
1
6
-
C
1
8
)

数
が

1
6
か
ら

1
8

,
s
o
d
i
u
m

ま
で
の
も
の
の

s
a
l
t

混
合
物
に
限
る

s
o
l
u
t
i
o
n

)
。別

表
第
八
の
三ピ

リ
ジ
ン

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

1
-
(
フ
ェ
ニ
ル

P
y
r
i
d
i
n
i
u

S
/
P

2
2
G

制
御

不
要

T
3

N
o

密
閉

F
-
T

A
,
C

E
1
.
1
2
,

Ⅱ

メ
チ
ル

)
-
ピ
リ

m
,

1
-

A
1
.
1
7
,

ジ
ニ
ウ
ム
ア
ル

(
p
h
e
n
y
l
m
e

1
.
1
9

キ
ル
誘
導
体
塩

t
h
y
l
)
-
,

化
物

(
濃
度
が

3
a
l
k
y
l

0
質
量
％
以
下

d
e
r
i
v
a
t
i
v

の
も
の
に
限
る

e
s
,

)
並
び
に
ノ

c
h
l
o
r
i
d
e
s

。ニ
ル
フ
ェ
ノ

ー

(
3
0
%

o
r

ル
エ
ト
キ
シ
ラ

l
e
s
s
)
/

ート
(
濃
度
が

1
E
t
h
o
x
y
l
a
t

0
質
量
％
以
下

e
d

の
も
の
に
限
る

n
o
n
y
l
p
h
e
n



20/23

)
の
イ
ソ
プ

o
l
s

。ロ
パ
ノ

ール
(

(
1
0
%

o
r

濃
度
が

1
5
質
量

l
e
s
s
)

i
n

％
以
下
の
も
の

i
s
o
p
r
o
p
a
n

に
限
る

)
溶

o
l

(
1
5
%

。

媒
溶
液
及
び
メ

o
r

l
e
s
s
)
/

タ
ノ

ール
水
溶

M
e
t
h
a
n
o
l

液
(
濃
度

3
質
量

(
3
%

o
r

％
以
下
の
も
の

l
e
s
s
)

に
限
る

)
の

s
o
l
u
t
i
o
n

。

混
合
水
溶
液

別
表
第
八
の
三重

ク
ロ
ム
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
水
溶
液

（濃
度
が

7
0
質
量
％
以
下
の
も
の
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次
の

。

よ
う
に
加
え
る
。

ポ
リ

(
オ
キ
シ

S
o
d
i
u
m

S
/
P

3
2
G

制
御

不
要

-
-

Y
e
s

密
閉

T
A
,
C

E
1
.
1
2
,

エ
チ
レ
ン

)

＝

d
o
d
e
c
y
l
p
o

1
.
1
7
,

ド
デ
シ
ル
エ

ー

l
y

1
.
1
9

テ
ル
硫
酸
ナ
ト

(
o
x
y
e
t
h
y
l

リ
ウ
ム
塩
水
溶

e
n
e
)

液
s
u
l
p
h
a
t
e

s
o
l
u
t
i
o
n

別
表
第
八
の
三燐

酸
ト
リ
ト
リ
ル

（オ
ル
ト
異
性
体
の
濃
度
が
１
質
量
％
未
満
の
も
の
に
限
る

）
の
項
の
次
に
次

。

の
よ
う
に
加
え
る
。

ヘ
キ
サ
ン
ト
リ

T
r
i
c
y
a
n
o
h

S
/
P

3
2
G

開
放

不
要

-
-

Y
e
s

開
放

不
要

A
,
B
,
C

不
要

1
.
1
9
.
6

カ
ル
ボ
ニ
ト
リ

e
x
a
n
e
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ル別
表
第
十
四
の
二
備
考
３

中
「

発
煙
弾
及
び
催
涙
弾

」
を
削
る
。

(1)

、

別
表
第
十
七機

関
用
燃
料

（引
火
点
が

6
0
℃
以
下
の
も
の

）
の
項品

名

の
欄
中
「
（引

火
点
が

6
0
℃
以
下
の
も
の

）

」
を
削
る
。

第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
４
号
様
式

（第
７
条
の
４

第
1
0
条
の
３

第
1
6
条
の
２
関
係

）

、
、

少
量
危
険
物
用
表
示

部
分

色
彩

地
白
又
は
表
示
が
見
や
す
い
色

線
黒

記
号

黒

注
１

ふ
ち
の
線
の
太
さ
は
２
ミ
リ
メ

ート
ル
以
上
と
す
る

た
だ
し

危
険
物
を
収
納
す
る
容
器
が
小
さ
い
場
合

。
、
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に
あ
っ
て
は

１
ミ
リ
メ

ート
ル
以
上
と
し
て
差
し
支
え
な
い

、
。

２
一
辺
の
大
き
さ
は

1
0
セ
ン
チ
メ

ート
ル

（コ
ン
テ
ナ
に
付
す
場
合
に
あ
っ
て
は

2
5
セ
ン
チ
メ

ート
ル

）以
、

上
と
す
る

た
だ
し

危
険
物
を
収
納
す
る
容
器
が
小
さ
い
場
合
に
あ
っ
て
は

５
セ
ン
チ
メ

ート
ル
以
上
と

。
、

、

し
て
差
し
支
え
な
い

。

３
航
空
機
に
よ
る
爆
発
物
等
の
輸
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示

（昭
和

5
8
年
運
輸
省
告
示
第

5
7
2
号

）第
2
3
条
第

４
項
の
規
定
に
よ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

同
告
示
第
７
号
様
式
を
使
用
し
て
差
し
支
え
な
い

、
。

第
六
号
様
式
備
考

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

ニ
再
生
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
容
器
に
あ
つ
て
は

「R
E
C

」の
文
字
を
付
す
こ
と

、
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
船
舶
に
よ
り
運
送
さ
れ
、
又
は
船
舶
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
危
険
物
の
運
送
又
は
貯
蔵

に
つ
い
て
は
、
当
該
運
送
又
は
貯
蔵
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
前
の
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
以
下
「
旧
危
告
示
」
と
い
う

。
）
別
表
第
一
の
国
連
番
号
の
欄
に
「1

1
6
9

」
又
は
「1

1
9
7

」
と
掲
げ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
の
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告
示
に
よ
る
改
正
後
の
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
以
下
「
新
危
告
示
」
と
い
う
。
）
別

表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。

４

旧
危
告
示
別
表
第
一
備
考

に
よ
る
表
示
は
、
新
危
告
示
別
表
一
備
考

の
規
定
に
よ
る
表
示
に
か
か
わ
ら
ず
、

10

10

令
和
八
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
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別表第 8 の 3（液体化学薬品）（第 2 条、第 3 条、第 35 条の 2、第 36 条、第 36 条の 2、第 36 条の 3、第 37 条、第 38 条、第 38 条

の 2、第 39 条、第 40 条、第 40 条の 2、第 40 条の 3、第 41 条、第 42条、第 43条、第 44条、第 45条、第 46条、第 47条、第 48

条、第 49条、第 50条、第 51条、第 52条、第 52 条の 2 及び第 53条関係） 

品名 

危
険
性 

船
型 

タ
ン
ク
型
式 

通
気
装
置 

環
境
制
御 

電 気 設 備 

計
測
装
置 

ガ

ス

検

知

装

置 

消
火
剤
等 

材
料 

呼

吸

及

び

目

の

保

護 

特 別  

要 件  日本語名 英語名 分類 
グル

ープ 

引火

点＞

60℃ 

（略）                

アルキルベンゼン

スルホン酸(アルキ

ル基の炭素数が 11

から 17 までのもの

及びその混合物に

限る。) 

Alkyl(C11-C17)  

benzene sulphonic  

acid 

S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 制限 T A,C  不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

アルキルベンゼン

（アルキル基の炭

素数が 3 から 11 ま

でのものの混合物

に限る。）並びにア

クリレートポリマ

ー及びフェノール

ホルムアルデヒド

ポリマーの混合物

の混合物（アクリレ

ートポリマー及び

フェノールホルム

アルデヒドポリマ

ーの混合物の濃度

が 33 質量%以下の

ものに限る。） 

Alkyl (C3-C11) 

benzenes with 

phenolformaldehyd

e/acrylate 

polymers (33% or 

less) 

S/P 2 2G 制御 不要 T2 ⅡA No 密閉 F-T 
A,B,

C 
 不要 

1.12, 

1,17, 

1,19,6 

（略）                

アルキルポリグル

コシド水溶液(アル

キル基の炭素数が

8 から 10 までのも

の及びその混合物

の濃度が 60 質量％

以上であって、アル

キル基の炭素数が

12から 14までのも

の及びその混合物

の濃度が 40 質量％ 

以 下 の も の に 限

る。)(濃度が 55 質

量％以下のものに

限る。) 

Alkyl(C8-C10) 

/(C12-C14):(60%  

or more/40% or  

less) 

polyglucoside  

solution(55% or  

less) 

S/P 3 2G 制御 不要   Yes 制限 T A,C  不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

アルキルフェノー

ル（アルキル基の炭

素数が 12 のものを

含む炭素数が 10 か

ら 18 までのものの

混合物に限る。） 

Alkylphenols 

(C10-C18, C12 

rich) 

S/P 1 2G 制御 不要 - - Yes 密閉 T 
A,B,

C 
 E 

1,12, 

1,17, 

1,19 

（略）                

アルキルサリチル

酸カルシウム(アル

キル基の炭素数が

10から 28までのも

の及びその混合物

に限る。) 

Calcium 

alkyl(C10-C28) 

salicylate 

S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 制限 T 
A,B,

C 
x 不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 
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塩化カルシウム水

溶液（濃度が 35 質

量%未満のものに限

る。） 

Calcium chloride 

solution (less 

than 35%) 

S 3 2G 開放 不要 - - NF 制限 不要 不要  不要 1,19,6 

（略）                

塩化コリン水溶液 
Choline chloride 

solutions 
P 3 2G 開放 不要   Yes 開放 不要 A,C  不要  

水酸化コリン水溶

液 

Choline hydroxide 

solution 
S/P 3 2G 制限 不要 - - Yes 密閉 T A,C  E 

1,12, 

1,17, 

1,19 

（略）                

やし油脂肪酸メチ

ルエステル 

Coconut oil fatty 

acid methyl ester 
P 2 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 

A,B,

C 
 不要 1.19.6 

5―（2―（メチルチ

オ）アルキル）イミ

ダゾリジン―2・4―

ジオン及び炭酸カ

リウムの中和反応

生成物ろ液の濃縮

物 

Concentrated 

filtrate of the 

neutralized 

reaction product 

of 5-[2-

(methylthio)alkyl

]imidazolidine-

2,4-dione and 

potassium 

carbonate 

P 3 2G 開放 不要 - - NF 開放 不要 不要  不要  

（略）                

2,4-ジクロロフェ

ノール 

2,4-

Dichlorophenol 
S/P 2 2G 制御 乾燥   Yes 密閉 T A,D N1 E 

1.12, 

1.16.2, 

1.17, 

1.19 

2・4―ジクロロフェ

ノキシ酢酸コリン

塩水溶液 

2,4-

Dichlorophenoxyac

etic acid, 

choline salt 

solution 

S/P 2 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 A,C  不要 1.19.6 

（略）                

エチレングリコー

ルモノアルキルエ

ーテル 

Ethylene glycol 

monoalkyl ethers 
S/P 3 2G 制御 不要 T2 ⅡB No 密閉 F-T A,C  不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19 

エチレングリコー

ルモノアルキルエ

ーテル（濃度が 31

質量％以下のもの

に限る。）、エチレン

グリコール（濃度が

25 質量％以下のも

のに限る。）、エトキ

シ化アルコール（濃

度が 15 質量％以下

にものに限る。）、エ

トキシ化イミダゾ

リン（濃度が 10 質

量％以下のものに

限る。）及び 2―メ

ルカプトエタノー

ル水溶液（濃度が 5

質量％以下のもの

に限る。）の混合水

溶液 

Ethylene glycol 

monoalkyl ethers 

(31% or 

less)/Ethylene 

glycol (25% or 

less)/Ethoxylated 

alcohols (15% or 

less)/Ethoxylated 

imidazolines (10% 

or less)/2-

mercaptoethanol 

(5% or less) 

solution 

S/P 3 2G 制御 不要 - - Yes 密閉 T A,C  
E 

 

1.12, 

1.17, 

1.19 

（略）                

過酸化水素水溶液

(濃度が 60 質量％

を超え 70 質量％以

下のものに限る。) 

Hydrogen peroxide 

solutions(over 

60% but not over 

70% by mass) 

S/P 2 2G 制御 不要   NF 制限 T 不要  不要 

1.5.1～ 

1.5.12, 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 
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過酸化水素水溶液

(濃度が 8 質量％を

超え 60 質量％以下

のものに限る。) 

Hydrogen peroxide 

solutions(over 8% 

but not over 60% 

by mass) 

S/P 3 2G 制御 不要   NF 制限 T 不要  不要 

1.5.14～ 

1.5.25, 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.18, 

1.19.6 

（略）                

イリッペオイル Illipe oil P 2k             

イソアルカン(炭素

数が 16 から 18 ま

でのもの及びその

混合物に限る。) 

Isoalkanes (C16-

C18) 
P 3 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 

A,B,

C 
 不要 1,19,6 

（略）                

アルキルサリチル

酸マグネシウム(ア

ルキル基の炭素数

が 11 以上のものに

限る。) 

Magnesium long-

chain alkyl 

salicylate(C11+) 

S/P 2 2G 開放 不要   Yes 開放 不要 
A,B,

C 
 不要 1.19.6 

マレイン酸、アクリ

ル酸、ビニルスルホ

ン酸及びビニルホ

スホン酸重合体を

含むナトリウム塩

水溶液並びにエチ

レングリコール水

溶液の混合水溶液 

Maleic 

acid/Acrylic 

acid/Ethenylsulph

onic 

acid/Ethenylphosp

honic acid 

polymer, sodium 

salt in 

aqueous/ethylene 

glycol solution 

S/P 3 2G 制御 不要 - - Yes 密閉 T A,C  
E 

 

1.12, 

1.17, 

1.19 

（略）                

N－メチルアニリン N-Methylaniline S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 制限 T 
A,B,

C 
 不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

N・N’―メチレンビ

ス（5―メチルオキ

サゾリジン） 

N,N'-Methylene-

bis(5-

methyloxazolidine

) 

S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 密閉 T A,C  E 

1.12, 

1.17 

1.19 

（略）                

アルファオレフィ

ン混合物(炭素数が

6 から 18 までのも

の の 混 合 物 に 限

る。) 

alpha-Olefins(C6-

C18) mixtures 
S/P 2 2G 制御 不要 T4 ⅡA No 制限 F-T A,C  不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

アルファオレフィ

ン（炭素数が 12 以

上のものの混合物

に限る。） 

alpha-Olefin 

(C12+) mixtures 
S/P 2 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 

A,B,

C 
 不要 1.19.6 

（略）                

パーム油脂肪酸メ

チルエステル 

Palm oil fatty 

acid methyl ester 
P 2 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 A,C  不要 1.19.6 

パーム油工場廃液

精製油 

Palm oil mill 

effluent oil 
S/P 2 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 

A,B,

C 
 不要 1.19.6, 

パーム油工場廃液

精製油脂肪酸蒸留

留出物 

Palm oil mill 

effluent oil 

fatty acid 

distillate 

S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 制限 T 
A,B,

C 
 不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

（略）                

ポリアクリル酸水

溶液(濃度が 40 質

量％以下のものに

限る。) 

Polyacrylic acid 

solution(40% or 

less) 

S/P 3 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 A,C x 不要  

ポリアルケンスル

ホン酸ナトリウム

塩水溶液（アルケニ

ル基の炭素数が 16

から 18 までのもの

の混合物に限る。） 

Polyalkene 

sulphonic acid 

(C16-C18), sodium 

salt solution 

S/P 2 2G 制御 不要 - - Yes 制限 T A,C  不要 

1,12,3, 

1,12,4, 

1,19,6 
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（略）                

ピリジン Pyridine S/P 3 2G 制御 不要 T1 ⅡA No 制限 F-T A,C N4 不要 

1.12.3, 

1.12.4, 

1.19.6 

1―（フェニルメチ

ル）―ピリジニウム

アルキル誘導体塩

化物（濃度が 30 質

量％以下のものに

限る）並びにノニル

フェノールエトキ

シラート（濃度が

10 質量％以下のも

のに限る）のイソプ

ロパノール（濃度が

15 質量％以下のも

のに限る。）を溶媒

溶液及びメタノー

ル水溶液（濃度が 3

質量％以下のもの

に限る。）の混合水

溶液 

Pyridinium, 1-

(phenylmethyl)-, 

alkyl 

derivatives, 

chlorides (30% or 

less)/Ethoxylated 

nonylphenols (10% 

or less) in 

isopropanol (15% 

or less)/Methanol 

(3% or less) 

solution 

S/P 2 2G 制御 不要 T3 ⅡA No 密閉 F-T A,C  E 

1.12, 

1.17, 

1.19 

（略）                

重クロム酸ナトリ

ウム水溶液(濃度が

70 質量％以下のも

のに限る。) 

Sodium dichromate 

solution(70% or 

less) 

S/P 1 1G 制御 不要   NF 密閉 T 不要 N2 E 

1.12, 

1.17～ 

1.19 

ポリ（オキシエチレ

ン）＝ドデシルエー

テル硫酸ナトリウ

ム塩水溶液 

Sodium 

dodecylpoly(oxyet

hylene) sulphate 

solution 

S/P 3 2G 制御 不要 - - Yes 制御 T A,C  E 

1,12, 

1,17, 

1,19 

（略）                

燐酸トリトリル(オ

ルト異性体の濃度

が 1 質量％未満の

ものに限る。) 

Tricresyl 

phosphate(contain

ing less than 1% 

ortho-isomer) 

S/P 2 2G 制御 不要   Yes 密閉 T 
A,B,

C 
 不要 

1.12, 

1.17, 

1.19.6 

ヘキサントリカル

ボニトリル 
Tricyanohexane S/P 3 2G 開放 不要 - - Yes 開放 不要 

A,B,

C 
 不要 1,19,6 

（略）                
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